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１ 各区消防防災班の設置

市内に災害が発生する恐れのある特別警報などの気象情報が発表さ

れた場合や震度５弱以上の地震が発生した場合、その他災害が発生した

場合などには、市は状況に応じて≪警戒レベル３：高齢者等避難≫や≪

警戒レベル４：避難指示≫を発令するとともに、各区消防防災班の編成

と設置を依頼します。

消防防災班長（区長）には、市のメール配信や緊急防災ラジオ等によ

る情報伝達にあわせ、直接電話による連絡を行いますので、市からの情

報を確認し災害対応に当たります。

２ 市からの避難情報の判断基準

市からの避難情報は、次の基準に合わせ、市職員や消防団等の巡視に

よる状況報告や以後の気象状況等を総合的に判断した上で決定し発令

します。

◆【警戒レベル３：高齢者等避難】

① 大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、土砂災害警戒判定メッ
シュ情報で大雨警報の土壌雨量指数基準を超過した場合

② 大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に大
雨警報（土砂災害）に切り替える可能性が言及されている場合

③ 強い降雨を伴う台風が夜間から明け方に接近・通過することが予
想される場合

※高齢者等以外の人も必要に応じて避難の準備をしたり、危険を感じ
たら自主的に避難

◆【警戒レベル４：避難指示】

① 土砂災害警戒情報が発表された場合
② 大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、土砂災害警戒メッシュ

情報の予測値で土砂災害警戒情報の判定基準を超過し、さらに降
雨が継続する見込みである場合

③ 大雨警報（土砂災害）が発表されており、さらに記録的短時間大
情報が発表された場合

④ 土砂災害の前兆現象（湧き水、地下水の濁り、渓流の水量の変化
等）が発見された場合

⑤ 千曲川等の河川水位が避難判断水位を超え、水位が堤防高を超え
ることが予測される場合

◆【警戒レベル５：緊急安全確保】

① 土砂災害が発生した場合
② 避難指示による立ち退き避難が十分でなく、住民に安全確保を促

す必要がある場合
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③ 大雨特別警報（土砂災害）が発表された場合
④ 山鳴り、流木の流出の発生が確認された場合
⑤ 千曲川氾濫発生情報が発表された場合
⑥ 決壊や氾濫等が発生した場合

◆【避難指示等の解除】

① 地震の場合は市内被害調査を行い、住家被害に応じて今後の余震
状況を見極めて判断します。

② 当該地域の土砂災害警戒情報が解除された段階を基本として、降
雨予測などを判断して解除しますが、土砂災害が発生した場合な
どには慎重に判断します。

３ 指定避難所・指定緊急避難場所の指定について

市では、災害種別ごとの指定避難所（広域・地区）と指定緊急避難場

所を定め、災害の規模や状況に応じて対応していくこととしています。

◆指定避難所（広域）

大規模災害が発生し、大勢の避難が予想される場合、また、自宅が

被災した住民や帰宅困難な住民等が避難生活を送るための施設です。

学校や公共施設等が該当し、市職員が開設し、市職員や施設管理者、

消防防災班を中心とした避難者が共同で運営します。

◆指定避難所（地区） ※別表

市から「高齢者等避難」や「避難指示」等が発令された際に指定地

域の住民が緊急に避難する、また、自主的に避難をした住民が一時的

に避難する施設です。

各区公民館等が該当し、各区消防防災班が開設及び運営を行い、原

則として食料や毛布、日用品は避難者が準備することとしています。

なお、開設する期間は、一晩もしくは 24 時間以内を想定していま

す。

◆指定緊急避難場所

～メ モ～

警戒レベルは、逃げ遅れによる人的被害を防止するため、数字によ

り直感的に身に迫る危険を伝えるためのものです。

警戒レベル３は、高齢者など支援が必要な皆さんは避難を開始

他の皆さんは避難の準備

警戒レベル４で、全員が避難 です。
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洪水や土砂災害等による危険が切迫した状況において、緊急に避難

する場所で、安否の確認や避難所への円滑な誘導を行う場所です。

上記の指定避難所のほか、公園やグラウンド等が該当します。

【別 表】指定避難所（地区）

№ 名 称

指定緊急避難場所

災害種別ごとの指定

地震 洪水 土砂災害

1 加沢公民館 ○ ○ －

2 常田公民館 ○ ○ ○

3 田中公民館 ○ ○ ○

4 県公民館 ○ ○ ○

5 海野宿ふれあいセンター(本海野区) ○ － －

6 海野宿囲炉裏の家(西海野区) ○ － －

7 白鳥台公民館 ○ ○ －

8 城ノ前公民館 ○ ○ ○

9 赤岩公民館 ○ ○ ○

10 片羽区公民館 ○ ○ ○

11 桜井公民館 ○ ○ －

12 大石公民館 ○ ○ －

13 中屋敷公民館 ○ ○ ○

14 別府公民館 ○ ○ －

15 原口公民館 ○ ○ －

16 聖公民館 － ○ ○

17 乙女平公民館 ○ ○ ○

18 王子平公民館 ○ ○ ○

19 新張公民館 ○ ○ －

20 横堰公民館 ○ ○ －

21 出場構造改善センター ○ ○ －

22 金井公民館 ○ ○ －

23 新屋公民館 ○ ○ －

24 東町公民館 ○ ○ ○

25 西宮公民館 ○ ○ －

26 姫子沢公民館 ○ ○ －

27 滝ノ沢集会所 － ○ －

28 湯の丸自然学習センター ○ ○ ○

29 祢津南公民館 ○ － ○

30 奈良原公民館 ○ ○ －

31 伊勢原公民館 ○ ○ ○

32 リードリーくらかけコミュニティーセンター ○ ○ －

33 東上田公民館 ○ ○ ○
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・地震欄「○」は建物が耐震基準を満たしているため施設及び敷地を指定する

・地震欄「－」は建物の耐震性が不十分であるため敷地を指定する

・洪水欄「○」は浸水想定区域外に立地しているため施設及び敷地を指定、及び浸水

深 0.5m 未満の浸水区域内に立地する施設にあっても避難スペースが浸水深以上の

高さにある施設のみを指定する

・洪水欄「－」は浸水想定区域内に立地しているため指定基準を満たさない

・土砂災害欄「○」は土砂災害警戒区域等の区域外に立地しているため施設及び敷地

を指定する

34 田沢公民館 ○ ○ －

35 大川公民館 ○ ○ －

36 栗林公民館 ○ ○ －

37 海善寺公民館 － ○ －

38 曽根公民館 ○ ○ －

39 東深井公民館 ○ ○ ○

40 西深井公民館 ○ ○ ○

41 西入集会所 ○ ○ ○

42 東入集会所 ○ ○ －

43 日向が丘公民館 ○ ○ －

44 海善寺北公民館 ○ ○ －

45 寺坂コミュニティーセンター ○ ○ ○

46 県営日向が丘団地集会所(睦区) ○ ○ －

47 上八重原公民館 ○ ○ ○

48 田楽平公民館 ○ ○ ○

49 中八重原生活改善センター ○ ○ ○

50 旧山崎公民館 ○ ○ ○

51 下八重原生活改善センター ○ ○ ○

52 芸術むら公民館 ○ ○ ○

53 白樺公民館 ○ ○ ○

54 切久保集落センター ○ ○ －

55 本下之城集落センター ○ ○ ○

56 八反田公民館 ○ ○ －

57 田之尻公民館 ○ ○ －

58 宮公民館 ○ ○ －

59 生きがい交流センター（畔田区） ○ ○ ○

60 南部公民館 ○ ○ ○

61 北部区公民館 ○ ○ ○

62 布下公民館 ○ － ○

63 常満団地集会所 ○ ○ －

64 島川原農業生活改善施設 〇 － ○

65 大日向集落センター ○ ○ －

66 光ヶ丘集会所 ○ ○ ○

67 羽毛山コミュニティーセンター ○ － ○

68 羽毛山団地集会所(牧ヶ原区) ○ － ○
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・土砂災害欄「－」は土砂災害警戒区域等の区域内に立地しているため指定基準を満

たさない
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４ 地区避難所開設の手順

各区消防防災班においては、市から「高齢者等避難」「避難指示」など

が発令された場合、または、地域住民が自主的に避難が開始された場合

には、下記の手順に従い避難所を開設します。

Ⅰ 情報伝達 （【市】各避難情報の発令と避難所開設の決定）

消防防災班長は電話等により市から避難所開設情

報を受け取る

Ⅱ 避難所開設準備 避難所、敷地及び周辺の安全確認を行い施設内へ

入室し開設準備

（地震の場合、市が応急危険度判定を行う場合が

ありますので、判定が終了した後に入室します）

施設内の点検、電気やガス等が使用できるか確認

Ⅲ 避難所開設 開設した旨を市へ連絡

要配慮者の避難誘導

自主避難者がいる場合は受け入れる

Ⅳ 避難者受入 避難者（自主避難者含む）の人員把握

避難所の運営

・要配慮者への支援

・男女のニーズの違いへの対応 等

〇地区避難所では短時間の避難を想定していますので、食料や生活必需品

は避難者自身が準備することとしています。特に、乳幼児や高齢者に居

る家庭は日頃からの家庭内の備蓄が重要です。

〇住家等の被災（全半壊、床上浸水）があった場合は、市から食料等を提

供します。

Ⅴ 報告 避難者数を市へ報告

Ⅵ 閉鎖 市の避難指示等解除の情報を受け取る

避難者へ状況報告及び避難所閉鎖の説明

避難所の片付け、施錠

閉鎖した旨を市へ報告

〇災害の規模や状況により、避難が長期間となる場合には、地区避難所は

閉鎖し、避難者は広域避難所に移動していただきます。
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様式集 地区避難所開設時の書類

様式 1：開設時チェックシート …資料 1 ページ

チェックシートを確認しながら開設してください。

様式 2：建物被災状況チェックシート …資料 2～3 ページ

※地震災害時に利用

チェックシートを確認しながら施設の安全確認をしてください。

必ず安全が確認されてから、入室し、避難所の開設をしてください。

訓練様式 1：支区・組内の安否確認状況 …資料 4 ページ

安否確認の落ちが無いよう、支区や組単位でこのシートにより確認

してください。

訓練様式 2：安否確認状況報告書 …資料 5 ページ

支区、隣組内の安否確認状況を集計し、区全体の安否確認をしてく

ださい。

様式 5：避難者カード …資料 6 ページ

避難所の受付で必ずこのカードを記載してから避難所の中に入る

ようにしてください。

カードは一世帯に一枚、世帯全員の氏名を記載します。

車両内での避難の方や、避難所には入らないが住宅等の被害があり

配給等の支援が必要な方も記載します。

様式 6-1：避難者名簿 …資料 8～9 ページ

様式 5：避難者カードを基に避難者の名簿を作成してください。

様式 6-2：在宅被災者名簿 …資料 10～11 ページ

様式 5：避難者カードを基に配給が必要な方を全員記載してくださ

い。（世帯ごとではありません）

様式 7：避難所状況報告書 …資料 12 ページ

避難所開設が数日に及ぶ場合、1 日一回以上作成し、市災害対策本

部に提出してください。



資料 1

【様式１：開設準備チェックシート】 各区公民館用

開設準備チェックシート

項 目 内 容 確認

開設方針の確認 災害対策本部から開設指示が出た □

高齢者等避難、避難指示のが発令が出た □

被災者からの開設要望があった □

避難者の安全確保 開設準備中は建物外での待機を呼びかける □

雨天時・厳寒期は、改めて場所割りすることを前提に、施

設内に誘導する
□

避難者の移動経路と物資輸送車両の進入経路上は、駐車禁

止とする
□

開設準備への協力要

請

避難者に対して当面の運営協力を呼びかける
□

建物の安全確認 災害対策本部による安全確認 □

「建物被災状況チェックシート」による安全確認 □

ライフラインの確認 電気の使用 □

放送設備の使用 □

水道の使用 □

電話の使用 □

ＦＡＸの使用 □

インターネットの使用 □

下水道の使用 □

トイレの使用確認 使用できない場合は表示と代替設備の準備、要請 □

避難スペースの確

保・指定

避難所の利用範囲を確認（避難生活用、運営管理用、救護

活動用など）
□

部屋割り・スペース割の指定 □

立入り禁止スペースの指定・表示（張り紙・ロープ） □

利用室内の整理・清掃 破損物・備品等の片付け、清掃 □

受付の設置 場所の確認 [場所： ] □

備品の準備（長机、椅子、表示、筆記用具等） □

避難者カードの準備 □

受付付近に、避難所利用範囲や各種ルールの表示 □

生活班の編成 区、支区、隣組の班などを参考に編成する □

観光客など、地域内に居住していない避難者は、まとめて

編成する
□

班長を決定する □

避難所の表示 門・玄関付近に避難所の表示を設置 □

要配慮者への対応 □

負傷者への対応 □

災害対策本部への連

絡

避難所状況報告書（第１報）の FAX 又は電話連絡
□



資料 2

【様式２：建物被災状況チェックシート】 各区公民館（簡易）用

建物被災状況（簡易）チェックシート（表面）

チェック結果

チェックを行う前に必ず読んでください。

○避難所を開設にあたって、避難所となる施設の安全性を確認します。

○消防防災班等のうち、２人以上で危険箇所を注意しながら、このチェックシートを使って、目

視による点検を行います。

○一見して危険と判断できる場合は、災害対策本部へ連絡し、他の避難所への移動等、必要な対

応を検討します。

○質問１から順番に点検を行います。

○質問１から８（外部の状況）までのうち、Ｂ又はＣと判断した場合は、建物に入らず、質問９

以降について、調査する必要はありません。

○危険と認められる場合は、張り紙をするなどして、施設への立入を禁止とします。

○このチェックシートの質問項目に関わらず、少しでも建物状況に不安がある場合は、災害対策

本部へ連絡し応急危険度判定などの確認を受けます。

○質問１～13 を集計し、下記「チェック結果」に該当する項目の合計を記入します。

○以下の判定により、必要な対応をとります。

○余震による被害が進んだと思われる場合には、再度チェックシートで被災状況を点検する。

○このチェックシートによる判断はあくまで臨時的なものであり、災害対策本部に連絡し専門

家による応急危険度判定等の調査・確認を受けること。

Ｃ又はＢ 判定 対応

Ｃが一つでもある 危険 施設内へは立入らず、災害対策本部へ連絡

し、他の避難所への移動等、必要な対応を検

討する。

Ｃはないが、Ｂが一つでも

ある又は 14 の記入内容に

気になる点がある

要注意 施設内へは立入らず、災害対策本部へ連絡

し、専門家による応急危険度判定を行い、必

要な措置を講ずる。

Ｃ又はＢが一つもない 使用可 危険箇所に注意し、施設を使用する。

避難所名 確認日時 確認者名

Ａの数 Ｂの数 Ｃの数



資料 3

【様式２：建物被災状況チェックシート】

建物被災状況（簡易）チェックシート（裏面） 《外部状況》

ここまでのチェックで、Ｂ又はＣの該当項目があった場合は、建物内に入ってチェックする必

要はありません。（質問９以降は点検不要です）その他、気がついた状況があれば、質問 14 の回

答欄に記入してください

質 問
該 当 項 目

Ａ Ｂ Ｃ

１ 建物周囲に、地すべり、崖崩れ、地

割れ、砂の吹き出し、液状化現象、地

盤沈下などが生じましたか

いいえ 生じた ひどく生じた

２ 建物の基礎が壊れましたか
いいえ

壊れたところがあ

る
ひどく壊れた

３ 建物が傾きましたか
いいえ

傾いている気がす

る

明らかに傾いて

いる

４ 外壁材は壊れましたか

Ｂ・Ｃ以外
大きな亀裂がある

一部落下している

大きく壊れてい

る

落下している

５ 屋根材は壊れましたか
いいえ

壊れている

一部落下している

大きく壊れてい

る

６ 窓ガラスは壊れましたか いいえ又は現場

でふさげる程度

現場で対応できな

いほど割れた

７ 外部階段、バルコニー、高架水槽、

大型看板、隣接する建物等が余震な

どにより避難所の建物や敷地内に落

下、倒壊する危険性はありますか

いいえ 可能性がある
今にも落下、

倒壊しそうだ

８ ガス臭、灯油等の臭い（ガス漏れ、

灯油等の漏れの可能性）はあります

か

いいえ ややある
かなりある

漏れている

質問
該当項目

Ａ Ｂ Ｃ

９ 床が壊れましたか Ｂ・Ｃ以外 少し傾いた、又は沈下した 大きく傾いた

10 柱が折れましたか Ｂ・Ｃ以外 大きなひび・ゆがみを生じ

たものがある

完全に折れたものがあ

る

11 内部の壁が壊れましたか Ｂ・Ｃ以外 大きなひび割れがある

一部落下している

大きく壊れている

落下している

12 出入口・各室のドアは動き

ますか

Ｃ以外 かなり動きにくい

動かない

13 天井や高所の照明器具が壊

れましたか

Ｂ・Ｃ以外 落下の危険性がある 落下している

14 その他、気がついた状況を記入してください

（例：塀が壊れた、水・ガス・灯油等が漏れている、付近の電線が切れ垂れ下がっている、家具が倒

れているなど）



資料 4

【訓練様式１】

支区・組内の安否確認状況

区消防防災班長

※支区長又は組長から消防防災班長(区長)へ報告

年 月 日

支区・組

支区・組長

※ 災害時要配慮者とは

移動が困難な方、移動に時間のかかる方、情報の収受が困難な方です。

（高齢者、障がい者、その他支援が必要と思われる方など）

支区・隣組内

戸数及び人数
安否確認戸数 人 数 安否未確認戸数 人 数

戸

人 戸 人 戸 人

内要配慮者数

人 人 人



資料 5

【訓練様式２】

安 否 確 認 状 況 報 告 書

市災害対策本部

年 月 日

区消防防災班長

支区・組名

戸数及び人数 安否確認済み 安否未確認

戸数 人数 うち要

配慮者
戸数 人数

うち要配

慮者
戸数 人数

う ち 要

配慮者

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人

合計

戸 人 人 戸 人 人 戸 人 人



資料 6

【様式５：避難者カード】 №

避 難 者 カ ー ド（世帯ごとに記載） 避難者世帯代表者⇒

被災者受付

記入日 年 月 日 避難所名

※①から⑥までについて記入または○を付けてください

以下の表は避難所受付担当で記載します

※避難所担当者記入欄

（避難者記入不要）

１ 避 難 者 （避難所での生活を希望する方）

２ 在宅被災者 （自宅等で生活するが配給等が必要な方）

① 区 名 支 区 名

②

氏 名 等

＊避難世帯の方は世

帯主から世帯全員の

氏名等を記載してく

ださい

＊避難状況欄には避

難所に避難されてい

る方には○を記載し、

それ以外の方は居場

所を記載してくださ

い

ふり がな

氏 名
生年月日 性 別

要配

慮者
避難状況

１世帯主 男・女

２ 男・女

３
男・女

４
男・女

５
男・女

６ 男・女

住 所

電 話 固定電話 （ ） 代表者携帯： （ ）

③
家屋被害等

分かるものに○

１全壊 ２大規模半壊 ３半壊 ４一部損壊

５床上・床下浸水 ６断水 ７被害なし ８その他（ ）

④ 緊急連絡先
＊親族の連絡先など 氏名 続柄

固定電話 携帯電話

⑤ 特記事項

＊特に配慮を必要とすることがあれば記載してください

＊特技や資格など協力できることがあれば氏名欄の番号と内容を記載

してください

⑥
１ 安否の問い合わせに情報を公表してもよいですか はい ・ いいえ

２ 関係機関等に避難者として公表してよいですか はい ・ いいえ

避難者名簿 ナンバー 退所年月日／在宅支援終了日 転出先と連絡先

転出先：

固定電話

携帯電話



資料 7

【様式５：避難者カード】 № 記 載 例

避 難 者 カ ー ド （世帯ごとに記載） 避難者世帯代表者⇒被災者受付

記入日 年 月 日 避難所名

※①から⑥までについて記入または○をつけてください

※ 避 難 所 担 当 者 記 入 欄

（避難者記入不要）

１ 避 難 者 （避難所での生活を希望する方）

２ 在宅被災者 （自宅等で生活するが配給等が必要な方）

① 区 名 支 区 名

②

氏 名 等

＊避難世帯の方は世帯主から世帯全員の氏名等を

記載してください

＊避難状況欄には避難所に避難されている方には

○を記載し、それ以外の方は居場所を記載してく

ださい

ふり がな

氏 名

生年

月日

性 別

要配

慮者

避難状況

１世帯主 男・女

２ 男・女

３ 男・女

４ 男・女

５ 男・女

６ 男・女

住 所

電 話 固定電話： （ ） 代表者携帯： （ ）

③

家屋被害等

分かるものに○

１全壊 ２大規模半壊 ３半壊 ４一部損壊

５床上・床下浸水 ６断水 ７被害なし ８その他（ ）

④ 緊急連絡先

＊親族の連絡先など 氏名 続

柄

固定電話 携帯電話

⑤ 特記事項

＊特に配慮を必要とすることがあれば記載してください。

＊特技や資格など協力できることがあれば氏名欄の番号と内容を

記載してください。

１ 安否の問い合わせに情報を公表してもよいですか はい ・ いいえ

２ 関係機関等に避難者として公表してよいですか はい ・ いいえ



資料 8

【様式６-１：避難者名簿】 避 難 者 名 簿 （集計表 № １）

避難所名

カ
ー
ド
番
号

氏 名 住 所 性別 生年月日

安否

情報

公表

○×

避難

情報

公表

○×

備 考

退所日

ミ
ル
ク

お
む
つ

お
粥

柔
ら
か
な
物

ア
レ
ル
ギ
ー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



資料 9

【様式６-１：避難者名簿】 避 難 者 名 簿 （集計表 № ２）

避難所名

カ
ー
ド
番
号

氏 名 住 所 性別 生年月日

安否

情報

公表

○×

避難

情報

公表

○×

備 考

退所日

ミ
ル
ク

お
む
つ

お
粥

柔
ら
か
な
物

ア
レ
ル
ギ
ー

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



資料 10

【様式６-２：在宅被災者名簿】 在 宅 被 災 者 名 簿 （集計表 № １）

避難所名

カ
ー
ド
番
号

氏 名 住 所 性別 生年月日

安否

情報

公表

○×

避難

情報

公表

○×

備 考

退所日

ミ
ル
ク

お
む
つ

お
粥

柔
ら
か
な
物

ア
レ
ル
ギ
ー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



資料 11

【様式６-２：在宅被災者名簿】 在 宅 被 災 者 名 簿 （集計表 № ２）

避難所名

カ
ー
ド
番
号

氏 名 住 所 性別 生年月日

安否

情報

公表

○×

避難

情報

公表

○×

備 考

退所日

ミ
ル
ク

お
む
つ

お
粥

柔
ら
か
な
物

ア
レ
ル
ギ
ー

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



資料 12

【様式７：避難所状況報告書】

避 難 所 状 況 報 告 書 [第 報]

・一日最低 1回は災害対策本部へ報告する

・「避難世帯・避難者数」とは、自宅が被災し住めなくなり、避難所で生活している方

・「在宅被災者」とは、自宅に住むことができるが、ライフラインの途絶等により避難所の施設を利用

したり、食料・物資の配給を受けている方

避難所名

報告者 職氏名： （避難所担当職員/施設職員/地域団体）

報告日時 年 月 日 時 分

避難所連絡先 施設電話： FAX： 携帯電話

報 告 事 項 備考・特記事項

避

難

者

避難世帯数 ＊避難者数に関すること

避難者数

負傷者数

重症者 名

中等者 名

軽症者 名

災害時要配慮者数 名

在宅被災者

世帯・数

世帯

名

建

物

避難所建物の被害 有 ・ 無 ＊建物に関すること

避難所の使用 可 ・ 否

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

電気使用の可否 可 ・ 否 ＊ﾗｲﾌﾗｲﾝに関すること

水道使用の可否 可 ・ 否

ガス使用の可否 可 ・ 否

電話使用の可否 可 ・ 否

職
員

避難所担当職員 名

施設職員 名

避難所運営委員会 設置済・未設置

市災害対策本部への要請事項・連絡事項


